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医
療
連
携
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問 

医
療
連
携
課 

☎（
21
）０
２
５
８

保
険
料
・
被
保
険
者
証
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

８
月
１
日
か
ら
有
効
と
な
る
被
保
険
者
証
と

平
成
28
年
度
保
険
料
決
定
通
知
・
納
入
通
知
書

を
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
ま
た
、
現
金
で
納

め
て
い
る
人
に
は
、
納
付
書
も
併
せ
て
郵
送
し
ま

す
。

◆
保
険
料
の
納
付
方
法

　
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き

（
特
別
徴
収
）
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
特
別
徴
収
の
事
由
に
該
当
し
な
い
人

や
、
年
度
の
途
中
で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
加

入
し
た
人
、
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
人
は
、

納
付
書
や
口
座
振
替
（
普
通
徴
収
）
に
よ
る
納
付

と
な
り
ま
す
。

◆
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
納
付
書
で
納
付
し
て
い
る
人
は
、
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
手
続
き
は
、
市
指
定
金
融
機
関
な
ど
に
備
え
て

あ
る
「
市
税
等
口
座
振
替
依
頼
書
」
を
金
融
機
関

へ
お
届
け
く
だ
さ
い
。
な
お
、
金
融
機
関
の
受
付

日
か
ら
手
続
き
完
了
ま
で
に
、
１
カ
月
程
度
か
か

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆変更の内容◆保険料の決まり方

１人あたりの
年間保険料額

（限度額57万円）
＝ ＋均等割額
（4万9200円）

所得割額
（所得－33万円）

×
所得割率
（9.87％）

※１人当たりの保険料は、１００円未満を切り捨てます。

所得区分 判　　定　　基　　準 一部負担金割合
現役並み
所得者

住民税の課税所得額（各種控除後）が 145万円以上ある人
や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者 3割

一　　　般 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰのいずれにも該
当しない人

1割低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の人（低所得者Ⅰ以外の人）

低所得者Ⅰ
世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・
控除（年金の所得は控除額を 80万円として計算）を差し
引いたときに 0円となる人および老齢福祉年金受給者

◆一部負担金の割合　
医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、所得区分に応じて決まります。

◆
被
保
険
者
証
の
更
新
に
つ
い
て

　

現
在
、
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日

（日）
ま
で
で

す
。
７
月
中
旬
に
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を
お

届
け
し
ま
す
の
で
、
８
月
以
降
に
医
療
機
関
な

ど
で
受
診
す
る
と
き
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証

を
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

医
療
機
関
を
受
診
し
た
と
き
、
窓
口
で
１

割
ま
た
は
３
割
の
自
己
負
担
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。
こ
の
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
前
年
の

所
得
等
に
よ
り
、
毎
年
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま

す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
で
は
、
負
担
割
合
が

変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
保
険
料
率
の
変
更
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
保
険
料
率
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。
保
険
料

率
は
、
２
年
ご
と
に
見
直
し
が
行
わ
れ
、
県
内

均
一
に
な
っ
て
お
り
、「
岡
山
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る

条
例
」
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
保
険
料
の
決
ま
り
方
に
つ
い
て

　
保
険
料
は
、被
保
険
者
全
員
が
負
担
す
る「
均

等
割
額
」
と
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
負
担

す
る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
に
な
り
ま
す
。

※
所
得
の
低
い
人
は
、
世
帯
の
所
得
水
準
に
応

じ
て
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

平成26・27年度 平成28・29年度

均等割額 4万 6300円 4万 9200円

所得割率 9.15％ 9.87％

保険料の限度額 57万円 57万円

三み

村む
ら 

晃て
る

功の
り 

さ
ん

 （
75・成
羽
町
下
原
出
身
）

瑞
宝
中
綬
章

　
津
山
高
校
と
高
梁
高
校
で
約
10
年
間

教
壇
に
立
ち
、
花
園
大
教
授
を
経
て
、

平
成
２
年
か
ら
京
都
光
華
女
子
大
文
学

部
長
な
ど
を
務
め
、
平
成
15
年
か
ら
４

年
に
わ
た
っ
て
学
長
と
し
て
女
子
教
育

の
発
展
に
貢
献
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
中
世
和
歌
の
領
域
で
、
武
士

が
和
歌
を
詠
む
際
の
類
題
集
を
研
究

し
、
代
表
的
な
手
引
書
と
さ
れ
た
明
題

和
歌
全
集
よ
り
、
題だ
い
林り
ん
愚ぐ

抄し
ょ
うの
方
が
古

い
完
成
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
文
学

史
を
書
き
改
め
ま
し
た
。

　

三
村
さ
ん
は
、「
功
労
が
認
め
ら
れ

喜
ば
し
い
。
ま
た
、
郷
里
の
人
々
が
歓

喜
し
て
く
れ
た
こ
と
も
忘
れ
得
な
い
」

と
話
し
ま
し
た
。

臨
時
給
付
金
対
策
室
か
ら
の
お
知
ら
せ

早
め
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す

臨
時
福
祉
給
付
金（
高
齢
者
向
け
）

　
臨
時
福
祉
給
付
金（
高
齢
者
向
け
）の

申
請
を
、
５
月
２
日
か
ら
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の

あ
る
人
へ
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す

の
で
、
ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い
人

は
、
早
め
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者
…
平
成
27
年
度
臨
時
福

祉
給
付
金
の
支
給
対
象
者
の
う
ち
、
平

成
28
年
度
中
に
65
歳
以
上
に
な
る
人

※
基
準
日（
平
成
27
年
１
月
１
日
）に
市

の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る

人
で
、
平
成
27
年
度
分
の
市
民
税
が
課

税
さ
れ
て
い
な
い
人
。
た
だ
し
、
課
税

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
、
生
活
保
護

受
給
者
は
対
象
外
で
す
。

◆
支
給
額
…
対
象
者
１
人
に
つ
き
３
万
円

◆
申
請
方
法
…
郵
送
か
、
窓
口
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
の
場
合
は
、
専

用
の
返
信
用
封
筒
を
使
用
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
申
請
期
間
…
８
月
２
日

（火）
ま
で

※
郵
送
の
場
合
は
８
月
２
日
消
印
有
効

◆
申
請
書
受
付
窓
口
…
臨
時
福
祉
給
付

金
専
用
受
付
窓
口（
市
役
所
１
階
市
民

ホ
ー
ル
）、
各
地
域
局
、
各
地
域
市
民

セ
ン
タ
ー

◆
受
付
時
間
…
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

問 

臨
時
給
付
金
対
策
室（
福
祉
課
内
）☎（
21
）０
２
６
６
／
制
度
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
…
厚
生
労
働
省
・
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル 

☎
０
５
７
０
‐
０
３
７
‐
１
９
２　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
…http://w

w
w

.2kyufu.jp/

カクニンジャ

水
道
事
業
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て

水
道
経
営
審
議
会

　
水
道
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
調
査
・

審
議
す
る
水
道
経
営
審
議
会
は
、
学
識

経
験
者
と
水
道
使
用
者
か
ら
選
ば
れ
た

15
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
５
月
２
日
に
開
催
さ
れ
た
第
９
回
審

議
会
で
は
、「
水
道
事
業
の
健
全
な
運

営
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
水
道
料
金

の
あ
り
方
を
含
め
た
今
後
の
水
道
事
業

の
経
営
に
つ
い
て
、
市
長
か
ら
諮し

問も
ん
さ

れ
ま
し
た
。

　
市
に
は
、
市
街
地
を
中
心
と
し
た
地

域
に
あ
る
上
水
道
と
、
そ
の
他
の
地
域

に
点
在
す
る
簡
易
水
道
の
２
種
類
の
水

道
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
水
道
事
業
の
統

合
と
独
立
採
算
に
よ
る
健
全
経
営
が
、

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
水
道
経
営
審
議
会
で
は
、
こ
れ
ら
諮

問
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
答
申
を
行

い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
審
議
会

の
議
事
録
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

閲
覧
で
き
ま
す
。

問 

上
下
水
道
課
☎（
21
）０
２
４
２

上
下
水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

功
績
を
た
た
え
ま
す

6H28 (2016) ６月7 H28 (2016) ６月


